
090-1055-8560
受付 10:00~18:00

（渡辺）☎
主催者 : NPO法人　Dream Support -ドリームサポート-

（申込用）

軽油引取税に係る農業用免税証の
交付申請について

一足先に！スマホで完結、確定申告教室

▶問い合わせ先＝栃木県宇都宮県税事務所　課税部個人課税課　　０２８（６２６）３０１８
　　　　　　　　上三川町農業委員会事務局　庶務農地係　　　　９１６６

☎
56☎▶問い合わせ先＝税務課　住民税係　　　　９１２２56☎

　令和６年分農業用免税証の交付申請を次のとおり受付します。

▶期日＝２月１日（木）　上三川地区・明治地区（多功及び天神町に限る。）

　　　　２月２日（金）　本郷地区・明治地区（多功及び天神町を除く。）

▶時間＝午前９時３０分～正午、午後１時～３時

▶場所＝上三川町役場　３階　大会議室

▶持参するもの＝

　(１) 新規申請以外の方

　 　・ 免税軽油使用者証

　 　・ 免税軽油の引取り等に係る報告書（納品書等を持参。コピー可）　　 

　 　・ ４２０円（手数料）（使用者証が今回更新の方のみ）

　(２) 新規申請の方

　 　・ 農業委員会が発行する耕作証明書

　 　・ 作付内容のメモや使用機械のカタログ等

　 　・ ４２０円（手数料）　

▶免税証の交付＝

　　前年度の申請内容に変更のない方　→　書類に不備がない場合、申請日に即日交付します。　

　　新規申請の方及び追加交付希望の方　→　後日、県税事務所窓口で交付します。

　　※追加交付希望の方は、前年交付と同数量分は申請日に交付します。　　

▶注意事項＝

　・新規申請及び数量変更希望の方を除き、耕作証明書の添付は不要です。

　・耕作証明書の発行を代理人に依頼する場合は、委任状が必要です。

　・報告書に添付すべき納品書等を忘れた場合は、免税証の即日交付はできません。

　　紛失した場合は、必ず購入店の販売証明書を持参してください。（新規申請の方を除く）

　・上記の受付期日で都合のつかない方

　　２月１３日（火）～１４日（水）の間に、栃木県庁河内庁舎１階の１０１会議室で申請をしてく

　　ださい。受付時間＝午前８時４５分～１１時１５分、午後１時～３時３０分

　町民を対象として、下記の要件を満たした方向けにスマートフォンによる確定申告 (ｅ‐Ｔａ

ｘ)をサポートする「スマホ確定申告教室」を事前予約制にて開催します。

　教室に参加していただくことで一足先に確定申告が完了し、確定申告会場での待ち時間などが

無く大変便利です。なお、教室ではサポート体制も充実していますのでスマートフォン操作に自信

がなくても安心です。

▶日時＝①２月４日 (日 )　午前１０時～　

　　　　②２月６日 (火 )　午前９時３０分～　③２月６日 (火 )　午後１時３０分～

▶場所＝①いきいきプラザ大会議室、②③役場中会議室

▶対象＝本町に住所がある方

▶要件＝すべてに該当する方

　　　　・所得が年末調整済みの給与または年金のみである。

　　　　・ＩＣカードを読み込めるスマートフォン（もしくはタブレット）を持っている。

　　　　・マイナンバーカードを持っている。※カード取得時に設定したパスワードが必要です。

　　　　・所得税が還付の申告である。

※所得税が納付となる申告、雑損控除、住宅ローン控除による還付申告は対象外となります。

▶持ち物：・スマートフォン（タブレット）　　・マイナンバーカード

　　　　　・源泉徴収票（給与もしくは年金）

　　　　　・控除を受けるための書類（医療費控除の明細書、寄付金受領証明書（ふるさと納税等） 

　　　　　　生命保険料控除証明書など）

　　　　　・申告者名義の振込口座が分かるもの※銀行名、支店名、口座番号の分かる通帳等。
▶定員＝各回４０名程度
▶申込方法＝２月２日（金）午後５時までに、右記ＱＲコードの申込フォームか、
　　　　　　税務課窓口で直接お申し込みください。

「スマホで申告」相談専用窓口の設置について
　確定申告教室に参加されない方で、上記の対象・要件を満たす方を対象にスマホ確定申告の相

談専用窓口を設置します。マニュアルを見ながら、ご自身でスマートフォンを操作していただき、

わからないことがあれば職員がサポートします。

▶日時＝１月２２日（月）～２月２日（金）　※ただし土日祝日は除く

　　　　午前９時～正午・午後１時～４時

▶場所＝役場１階税務課カウンター専用席（１席）　▶持ち物＝上記確定申告教室と同じ

※予約制ではありませんが、混雑状況によってはお待ちいただくことがあります。

【
ご
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